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第 1 編 各商品共通のご案内 
 

本編では、申し込みに際して、各商品に共通の重要な事項を記載していますので、 

保険契約を申し込む前に、必ずご一読ください。 
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| 1 | 申し込みに際して必ずご確認いただくもの 

<1>「利用規約」 

当社のウェブサイトを利用して保険契約を申し込みいただく際の利用規約です。この規約は、お客さ

ま情報をご登録いただく際に表示します。お申し込み手続きを進めるためには、お客さま自身のご同

意が必要です。 
 

利用規約 

(1) 電子交付について 

当社は、各種約款、各種案内、契約内容などを、書面の交付（郵送）に代え、ウェブサイト、

電子メールなどの当社所定の電磁的方法により、お客さまに交付します。また、電子メール

による場合は、お客さまにご登録・ご指定いただいたメールアドレスに通知します。ウェブ

サイトにおいては、お客さまの本人確認をさせていただく場合があります。なお、一部の書

面については、書面で交付（郵送）する場合があります。 
 

(2) マイページ利用の際の本人認証について 

当社は、お客さまが指定されたログイン ID およびログインパスワード（以下、これらを「認

証番号」といいます）の確認をもってお客さまの本人認証を行い、お客さまは、当社が本人

認証をした場合に限り、マイページをご利用することができます。当社が認証番号の確認を

もって本人認証を行った場合、マイページでご利用されたサービスは、すべてお客さま本人

により行われたものとみなします。お客さまは、認証番号を自己の責任をもって厳重に管理

するものとし、第三者に開示しないものとします。また、お客さまは、自らのためにマイペ

ージのサービスを利用することとし、理由の如何を問わず、認証番号を第三者に使用させ、

もしくは譲渡、貸与、売買等をすることはできないものとします。 
 

(3) 携帯端末を利用して保険契約を申し込む場合について 

 携帯端末から保険契約を申し込みされる場合には、当社が開設する専用のウェブサイト

（以下、「モバイルサイト」といいます）をご利用ください。 
 モバイルサイトのご利用にあたりご使用いただける携帯端末の種類は、当社所定の携帯

端末に限ります。 
 モバイルサイトを経由して保険契約を申し込みされた場合にご利用できるマイページ

（以下、「モバイル版マイページ」といいます）は、コンピュータ端末用のウェブサイ

トから申し込みされた場合にご利用できるマイページとサービス内容が異なります。 
 モバイルサイトでご提供するサービスやモバイル版マイページでご利用できるお手続き

の内容については、その内容を変更したり、または制限することがあります。その場合、

当社は、保険契約のために必要なサービスやお手続きについては、コンピュータ端末用

のウェブサイト、コンタクトセンター、書面等により引き続きお客さまにご提供・ご利

用できるよう代替手段を講じることとします。 
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<2>個人情報の取り扱い 

当社の個人情報の保護方針です。お客さま情報をご登録いただく際に表示します。お申し込み手続き

を進めるためには、お客さま自身のご同意が必要です。 

■ 個人情報保護宣言 

内容は、当社のウェブサイト（http://www.lifenet-seimei.co.jp/privacy/）でご確認いただくことができ

ます。 
 

告知画面ではお客さまの健康状態について告知していただきます。健康状態に関する情報は機微（セ

ンシティブ）情報になりますので、告知に際しては、以下に定める当社の機微（センシティブ）情報

の取り扱い方針を表示し、必ずお読みいただいたうえで告知画面へお進みいただきます。 

■ 機微（センシティブ）情報の取り扱いについて 

 
機微（センシティブ）情報の取り扱いについて 
当社は、生命保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、業務遂行上必要な範囲で、保健

医療情報等の機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者に提供する場合※がありま

す。機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則第 53 条の 10 および同法施行規

則第 234 条第 1 項第 17 号に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以

外では利用いたしません。 
 
※ 第三者に提供する場合とは以下の場合をいいます。 
(1) 医療機関等に業務上必要な照会を行う場合 
(2) 保険金・給付金等のお支払いのために金融機関等へ提供する場合 
(3) 契約確認会社、収納代行会社、募集代理店などの業務委託先に提供する場合 
(4) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求その他必要な範囲内で、

再保険会社に提供する場合 
 
当社は、機微（センシティブ）情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契

約が締結に至らなかった場合や、解約、保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持しま

す。取得した関係書類等の返却は行いません。 
 

当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行な

われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、

下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しています。 

■「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等

との保険契約等に関する情報の共同利用について 

詳細は社団法人生命保険協会のウェブサイト（http://www.seiho.or.jp/individual/index.html）でもご確

認いただくことができます。 
 

（１）「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について 

「定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）普通保険約款」第 26 条（契約内容の登録）、「終

身医療保険（無配当・無解約返戻金型）普通保険約款」 第 25 条（契約内容の登録）をご覧

ください。 
制度の詳細については、当社ウェブサイト（http://www.lifenet-seimei.co.jp/privacy/reference/）
でも確認いただくことができます。 
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（２）「支払査定時照会制度」について 

当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社※、全国共済農

業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連

合会（以下「各生命保険会社等」といいます。）とともに、お支払いの判断または保険契約も

しくは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除、取消しもしくは無効の判断（以

下「お支払い等の判断」といいます。）の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」

に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記

載の情報を共同して利用しています。 
 

※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名については、社団法人生命保険協

会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。 
 

保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます。）のご請求があった場合や、これ

らに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、下記の

全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、

他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、

情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）があります。 
相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会さ

れることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互

照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることが

ありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会

社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去さ

れます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしま

せん。 
 

相互照会事項 
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5年を経過した契約に係るものは除きます。 
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします） 
(2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の事項は、照会を

受けた日から 5 年以内のものとします） 
(3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保

険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、

保険料および払込方法 
 
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付

金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、

共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。 
 

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被

保険者または保険金等受取人は、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相

違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に

違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当該情報の利用停止あるいは第三

者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、コンタクトセンター

までお問い合わせください。 
制度の詳細については、当社ウェブサイトでも確認いただくことができます。 
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| 2 | 申し込み手続きの留意点 

<1>ご契約の流れ 

申し込みからご契約までは、以下の 4 つのステップで簡単にお手続きいただけます。当社ウェブサイ

ト上の各ページの指示に従い、申込内容を入力してください。詳細は当社のウェブサイトをご確認く

ださい。 
 

 STEP1 保険プラン作成（お客さま） 

ウェブサイトで生年月日などを入力し、保険料をご確認ください。ご希望のプランでお申し込み

ください。 
 

 STEP2 お引き受け査定（当社） 

当社にて、保険をお引き受けすることができるか、お客さまの申込内容をもとに、査定を行いま

す※1
。 

 

 STEP3 必要書類の返送（お客さま） 

本人確認書類や、申し込みに際しての確認書などを、期間内に当社へご返送いただきます。 
 

 STEP4 ご契約の処理（当社） 

ご契約成立のための処理を行います※2
。契約成立のお知らせをメールにてご連絡し、保険証券を

発送します※3
。保険料はウェブサイトより申し込みいただいた月の翌月分から発生します。 

 
※1 当社では、契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、お住まいの都道府県の受療率（厚生労働省「患者

調査」の受療率（人口 10 万人に対する推定患者数）を利用）などのデータ、身体の状態など、保険金、給付金の

お支払いが発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、申し込みいただいた後に、ご契約をお断

りさせていただく場合や、保険金額、給付金額に上限をもうけさせていただく場合があります。 

※2 高額契約の申し込みの場合や、引き受けの査定に必要な場合、定期健康診断の結果表（コピー）などをご提

出いただき、再度お引き受けの査定を行います。 

※3 申込日から 30 日以内に契約が成立しなかった場合、申し込みは取り消され、保障の開始も無効となります。 
 

<2>申し込み手続きについて 

保険契約者と当社の間で締結する保険契約の内容が記載された文書のことです。 
生命保険は長期間、また非常に多くのご契約者の集団から成立するために、保険種類ごとにあらかじ

め一定の契約条件・内容を定めた約款を作成し、ご契約者に内容を説明、理解していただいたうえで

契約を締結することとしています。必ずご一読いただき、内容を十分ご理解のうえ、お申し込みくだ

さい。 

■ 普通保険約款 

 

必ずご契約者さまご自身がお手続きください。 
■ 申し込み手続き 

 申込内容は、保険会社との契約内容を取り決めるものです。内容を十分にお確かめのうえ、お

間違えのないように入力してください。 
 告知情報は、健康状態などをお知らせいただくものです。内容を十分ご理解のうえ、質問事項
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について事実を入力してください。  
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<3>申込内容と「お客さま控」 

当社では、インターネットを介して、申し込みを行っていただきます。各ページの指示に従い、内容

を十分ご理解のうえ、お手続きください。 
「お客さま控」は、ご契約事項、告知事項、各種お手続きなどについて、申し込み時にご入力いただ

いた情報の控えです。「お客さま控」を再度ご確認のうえ、ダウンロード・保存してください。 
 

見積りを行った保険商品の内容について、特にご確認いただきたい事項を記載しています。当社のウ

ェブサイトで申し込みいただく際に表示し、ご契約前に必ずお読みいただくことにしています。「保

険プランの概要」は保険商品についての代表的な事項を記載していますので、詳細な内容については

「普通保険約款」をご覧ください。 

■ 保険プランの概要（契約概要） 

 

申し込みいただいた保険商品が、お客さまのニーズに合致しているかを確認させていただくことを

「意向確認」といいます。当社では、ウェブサイトで申し込みに必要な入力とあわせて、「保険プラ

ンの概要（契約概要）＋意向確認」を表示し、ご同意いただくことで、意向確認とさせていただきま

す。 

■ 意向確認 

 

契約の申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項（免責事項や不利益な情報等）を記載してい

ます。当社のウェブサイトで申し込みいただく際に表示し、契約前に必ずお読みいただき、同意いた

だくことにしています。「特に重要な事項のお知らせ（注意喚起情報）」には代表的な事項を記載して

いますので、詳細な内容については「普通保険約款」をご覧ください。 

■ 特に重要な事項のお知らせ（注意喚起情報） 

 

生命保険は、多くの人々が保険料を出しあって、お互いに保障しあう相互扶助の制度です。 
■ 告知の大切さについて 

そのため、生命保険のご契約の際には、契約者間での保険料負担の公平性が保たれるよう、過去の傷

病歴、現在の健康状態などについてお伺いしています。正しく告知されなかった場合、保険契約を解

除することがあり、また、傷病歴などがある場合、保険契約をお引き受けできない場合があります。

当社のウェブサイトで申し込みいただく際には、「告知の大切さについて」を表示し、必ずお読みい

ただいたうえで告知画面へ進んでいただくことにしています。 
 

保険制度の公平性を維持するため、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など当社が質問する事項につ

いて、事実をありのままに告知していただく事が必要です。事実を回答しなかったり、事実でないこ

とを回答した場合は、告知義務違反として保険契約が解除される場合がありますので、十分内容をご

理解のうえ、正確にご入力ください。告知漏れなどがありましたら、すぐに当社までお知らせくださ

い。 

■ 告知事項 

 
 

<4>「申し込みに際しての確認書」 

ウェブサイトで申し込みに必要な入力が完了した後、ご契約者さま宛に書面で郵送する確認書類です。 
この書類には、この保険契約には解約返戻金がないことの他、クーリング・オフ制度についてのご説

明を記載しています。申込内容に間違いがないことをこの書類で再確認していますので、必ずご一読

いただいたうえで、ご了解いただいた旨の署名をいただき、同封の返信用封筒でご返送ください。 
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<5>責任開始について 

申し込みいただいた契約を当社が承諾した場合には、申し込みいただいた時点にさかのぼって保障を

開始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<6>保険料の払い込みについて 

保険料のお支払いは、月払いのみで、以下の方法からご選択いただけます。 
■ 保険料の払込方法 

 口座振替：当社が提携している金融機関のご契約者さま名義の口座から、毎月の振替日に

自動的に当社の口座へ振り替えられます。 
 クレジットカード払い：ご指定いただいたご契約者さま名義のクレジットカードにより決

済されます。 
 

当社では、払込期月を含めて 3 ヶ月以内に保険料をお支払いいただくことになっています。 
■ 保険料の払い込みの猶予期間と失効 

保険料の払込期日までに、ご指定の口座またはクレジットカードにより保険料をお支払いいただきま

す。払込期日内にお支払いのご都合がつかない場合のために、保険料お支払いの猶予期間を設けてい

ます。 
 
保険料お支払いの猶予期間： 
保険料払込期月の翌月初日から翌々月末日までをお支払いの猶予期間とします。 
 
保険契約の失効： 
お支払いの猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は猶予期間の満了の日の翌日から

その効力を失います（失効）。失効した保険契約を元の状態に戻すこと（復活）はできませんので十

分ご注意ください。 
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被保険者が、責任開始時点以後に約款所定の状態となった場合には、将来の保険料の払い込みが免除

される場合があります。各商品によって条件に違いがありますので、各商品の普通保険約款をご確認

ください。なお、就業不能保険「働く人への保険」には保険料の払込免除の規定はありません。 

■ 保険料の払い込みが免除される場合 

 
 

<7>各種お手続きについて 

当社ウェブサイトのマイページから、お客さまにご指定いただいたログイン情報をご入力いただくこ

とにより、ご契約内容の確認や変更、解約などのお手続きをしていただく事が可能です。マイページ

からお手続きいただける内容は以下の通りです。 

■ ご契約内容の確認・変更・解約 

 お客さま情報（住所やメールアドレス等）の変更 
 お支払い方法の変更 
 受取人・指定代理請求人の変更 
 保険金額・給付金額の減額 
 保険契約の解約 
 控除証明書の再発行 

各種お手続きのご不明な点については、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。 
 

各種契約内容の変更、保険金や給付金の請求事由が発生した場合には、ご契約者さま専用の以下の番

号までご連絡ください。 

■ ご契約者さま専用のお問合わせ先 

<お問い合わせ>  
ご契約の内容変更、保険証券の再発行、保険料のお支払い、保険金・給付金のご請求な

どに関するお問い合わせ 

コンタクトセンター フリーダイヤル 0120-717991 
※受付時間：平日 9 時～17 時 30 分（年末年始、土曜、日曜、祝日は除く） 

※プライバシー保護のためお問い合わせはご契約者さまご本人からお願いいたします 

※お電話をいただく際には証券番号をお知らせください 

※お電話の内容はお客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音して

おりますので、あらかじめご了承ください 

 

保険の申し込みに関するお問い合わせは、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。 
■ 保険の申し込みに関するお問い合わせ先 

<お問い合わせ>  
保険の申し込みに関するお問い合わせ 

コンタクトセンター フリーダイヤル 0120-205566 
※受付時間：平日 9 時～22 時、土曜日 9 時～18 時（年末年始、日曜、祝日は除く） 

※お電話の内容はお客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音して

おりますので、あらかじめご了承ください 
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| 3 | その他のお知らせ 

<1>当社の組織形態について 

保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社になります。 
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は相互会社の契約者のよう

に「社員」（構成員）として会社の運営に参加することはできません。 
 
 

<2>生命保険契約者保護機構について 

当社は「生命保険契約者保護機構」（以下「保護機構」といいます。）に加入しています。保護機構の

概要は以下のとおりです。 

 

(1) 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破

綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社

に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補

償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買い取りを行う等により、保険契

約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 

 

(2) 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入す

ることが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転

等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 

 

(3) 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特別勘定
※1

に係る部分を

除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約
※2

を除き、責任準備金等
※3

の 90％とすることが、保険業法等で定められています（保険金、年金等の 90％が補償される

ものではありません）。なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約

を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死

亡率、予定事業費率等）の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額、年金額等

が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約の継続

を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度）が設けられる可

能性もあります。 

 

※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（死亡保険金保証、最低年金原資保

証等）のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての

責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です（実際に削減しないか否かは、個別

の更生手続きの中で確定することになります）。 

 

※2 破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率
（注 1）

を超えていた契約を指します。当該契約に

ついては、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金

援助がなかった場合の弁済率が下限となります。 

高予定利率契約の補償率＝90％－｛（過去 5 年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷2｝ 

（注 1）基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大

臣が定めることになっています。現在の基準利率については、保護機構のホームページで

確認できます。 
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※3 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源

として積み立てている準備金等をいいます。 

 

<しくみの概略図> 

 

 

救済保険会社が現れた場合 

 

 

 

 

救済保険会社が現れない場合 

 

 

（注 1） 上記の「財政措置」は、平成 24 年（2012 年）3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応

する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会

審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 

（注 2）破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係

る保険金請求権等を買取ることを指します。この場合における支払率および買取り率については、

責任準備金等の補償限度と同率となります。（高予定利率契約については、※2 に記載の率となり

　 ます。）
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<3>税法上の特典（2011 年 12 月 1 日現在） 

払い込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税の負担が少なくなります。 
■ 生命保険料控除 

生命保険料控除の対象となる契約は、保険金や給付金の受取人が契約者本人か、またはその配偶者や

その他の親族となっている保険契約です。 
対象となる保険料は、1 月から 12 月までに払い込まれた保険料の合計額になります。 
 
平成 22 年度税制改正において生命保険料控除制度が改正され、当社では、平成 23 年（2011 年）12
月 1 日以降にお申し込みのご契約について、改正後の生命保険料控除制度が適用されます。なお、平

成 23 年（2011 年）11 月 30 日以前にお申し込みのご契約につきましては、改正前の旧生命保険料控

除制度が適用されます。 
 
 

所得税の計算時に所得から控除される金額 
年間正味払込保険料 控除される金額 

20,000 円以下のとき 支払保険料等の全額 
20,000 円を超え 40,000 円以下のとき （年間正味払込保険料×1/2）+10,000 円 
40,000 円を超え 80,000 円以下のとき （年間正味払込保険料×1/4）+20,000 円 
80,000 円を超えるとき 一律 40,000 円 

 
住民税の計算時に所得から控除される金額 

年間正味払込保険料 控除される金額 
12,000 円以下のとき 支払保険料等の全額 
12,000 円を超え 32,000 円以下のとき （年間正味払込保険料×1/2）+6,000 円 
32,000 円を超え 56,000 円以下のとき （年間正味払込保険料×1/4）+14,000 円 
56,000 円を超えるとき 一律 28,000 円 

 

被保険者本人、もしくはその配偶者、直系血族、生計を一にする親族が高度障害保険金、入院給付金、

手術給付金、就業不能給付金を受け取る場合には、全額非課税です。 

■ 高度障害保険金、入院給付金、手術給付金、就業不能給付金の税法上の取り扱い 

 

死亡保険金については、契約者と被保険者が同一のため、保険金受取時には相続税の対象となります。 
■ 死亡保険金の税法上の取り扱い 

死亡保険金受取人が契約者の法定相続人の場合は、法定相続人 1 人につき 500 万円が生命保険金控除

額となり、相続税の課税対象から控除されます。 
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第 2 編 各商品の特徴としくみ 
 

本編では、各商品の概要をご確認いただけます。 

各商品の内容を十分ご理解のうえ、お申し込みください。 
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| 1 | 定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）「かぞくへの保険」 

<1>しくみ図 

 

※ 保険期間途中での減額が可能です。（100 万円単位、最低保険金額 500 万円） 
※ 増額の場合は新規の追加契約が必要となります（追加契約時に改めて引き受けのための査定をさせていただき

ます）。 
※ 保険期間満了日の翌日（更新日）の年齢が 64 歳以下の場合は、健康状態にかかわらず、保険期間を更新する

ことができます。ただし、更新後の保険期間は更新前の保険期間と同一とし、更新後の保険期間満了日は 70
歳の誕生日を迎える月の末日を超えないものとします。また、更新時には更新日の保険料率に基づき、更新時

の年齢で保険料が再計算され、多くの場合保険料は高くなります。 

 

<2>商品の特徴 

契約年齢 18 歳以上、64 歳以下 

保険金額 500 万円～1 億円（100 万円単位で設定可能） 

保険期間 10年、20年、30年、65歳まで、70歳まで 
 
※ 契約日（申込日の翌月 1 日）時点の年齢によって、選択いただける保険

期間に制限があります。 
※ 「65 歳まで」、「70 歳まで」の場合、それぞれ 65 歳、70 歳から契約

年齢を引いた年数が保険期間となります。ただし、「70 歳まで」の場合、

満 70 歳の誕生日を迎える月の末日を超えないものとします。 

保険料の払込期間 保険期間と同一 

健康診断書の有無 保険金額によっては不要です。 
保険金額によっては、ウェブサイトの申し込み画面で、健康状態の

質問事項にお答えいただくだけで申し込むことができます。 
ただし、契約年齢ごとに、健康診断書なしで申し込むことができる

保険金額の上限が決まっています。 
 

※ 傷病歴や健康診断での異常指摘歴がある場合には、保険種類や保険金額

にかかわらず、定期健康診断の結果表（コピー）などをご提出いただく場

合があります。 

※ 契約年齢は、申し込み日の翌月 1日時点での年齢です。 

解約返戻金 なし 

配当 なし 

特約 なし 
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<3>注意事項 

• この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。 

• 当しおりは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、「定期死亡保険（無配

当・無解約返戻金型）普通保険約款」を必ずご確認ください。 

• 保険料をお支払いいただけなかった場合※、保険契約は失効します。契約の復活はできません。 

 
※ 保険料の支払い月にお支払いいいただけなかった場合、その翌月から 2ヶ月間の支払い猶予期間をもうけ

ます。猶予期間内に支払いがない場合、保険契約は失効します。 

 

（ご契約の引き受けについて） 

• 当社では、契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、保険金のお支払いが

発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、お申し込みいただいた後に、ご契

約をお断りさせていただく場合や、保険金額に上限を設けさせていただく場合があります。 

 

<4>保険金をお支払いできない場合の代表例 

死亡保険金、高度障害保険金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載

のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは約款をご確認くださ

い。 
 

高度障害保険金のお支払い 約款に定める高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金の

お支払いの対象外です。高度障害保険金の支払いの対象となる高度

障害状態については「定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）普

通保険約款」別表 P-15、P-16をご覧ください。 

責任開始※の日から 3 年以内

の自殺 

責任開始の日からその日を含めて 3年以内の自殺の場合は、免責事

由となりますので、死亡保険金のお支払いはできません。ただし、

精神障害などによる自殺については、死亡保険金をお支払いする場

合もあります。 

告知義務違反 正しい告知をせずに契約した場合、告知義務違反として契約が解除

され、保険金を受け取れない場合があります。ただし、責任開始時

点以前の検査や治療と、ご請求内容に因果関係がない場合は、保険

金をお支払いする場合があります。 
※ 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、その保障は申し込み時点（お客さまがウェブ

サイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点）から開始します。 
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| 2 | 終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）「じぶんへの保険」 

<1>しくみ図 

 

※ 保険期間途中での入院給付金日額の減額が可能です。 
※ 増額の場合は新規の追加契約が必要です（追加契約時に改めて引き受けのための査定をさせていただき

ます）。 

 

<2>商品の特徴 

契約年齢 18 歳以上、70 歳以下 

入院給付金日額 1日あたり 5,000円、10,000円、15,000円の 3種類から選択 

入院給付金は 1泊以上の入院から対象になります。 

1入院の支払限度日数 60日または 180日を選択 

通算の支払限度日数 1,095日 

手術給付金 1 泊以上の入院を伴う手術（医科診療報酬点数表に含まれるもの）

に対し、一律 10 万円の手術給付金のあり／なしを選択することが

できます。 
 
※同一の病気やケガが原因の場合は 1 入院について 1 回です。 

保険期間 一生涯保障（終身） 

保障内容も保険料も、加入時から一生涯変わりません。 

保険料の払込期間 保険期間と同一 

健康診断書の有無 基本的に健康診断書が無くても、ウェブサイトの申し込み画面で健

康状態の質問事項にお答えいただくだけで、申し込むことができま

す。 
 
※ 傷病歴や健康診断での異常指摘歴がある場合には、定期健康診断の結果

表（コピー）などをご提出いただく場合があります。 

解約返戻金 なし 

配当 なし 

特約 なし 

  



P-18 ご契約のしおり 
 

<3>注意事項 

• この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。 

• 当しおりは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、「終身医療保険（無配

当・無解約返戻金型）普通保険約款」を必ずご確認ください。 

• 保険料をお支払いいただけなかった場合※、保険契約は失効します。契約の復活はできません。 

 
※保険料の支払い月にお支払いいいただけなかった場合、その翌月から 2ヶ月間の支払い猶予期間をもうけま

す。猶予期間内に支払いがない場合、保険契約は失効します。 

 

（ご契約の引き受けについて） 

• 当社では、契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、給付金のお支払いが

発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、お申し込みいただいた後に、ご契

約をお断りさせていただく場合や、給付金額に上限を設けさせていただく場合があります。 

 

<4>給付金をお支払いできない場合の代表例 

入院給付金、手術給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のな

い場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは約款をご確認ください。 

責任開始※1と発病時期 入院給付金・手術給付金のお支払いは入院・手術の原因となる病気

やケガの発生日が責任開始時点以後の場合に限ります。したがって、

責任開始時点以前の病気やケガを原因とする入院・手術にはお支払

いできません※2。 

ただし、責任開始の日からその日を含めて保険契約が 2 年をこえて

有効に継続したときは、お支払いすることがあります。 

治療を目的としない入院・

手術 

入院給付金・手術給付金は、病気やケガの治療を目的とした入院・

手術をされた場合がお支払いの対象となります。健康診断や人間ド

ック、美容整形を目的とした入院、日常生活介護のための入院、ま

た医療機関ではないリハビリ施設への入所などは、治療を目的とし

た入院には該当しないためお支払いできません。 

1 回の入院に対するお支払

い 
1回の入院に対する支払限度日数を、約款で定めております。限度日

数を超えた日数分はお支払いできません。 

手術給付金のお支払い 

【手術給付金ありの場合】 

手術給付金は、病気やケガの治療を目的とした 1 泊以上の入院を伴

う場合、同一の病気やケガが原因の場合は 1 回の入院につき 1 回お

支払いします。また、対象となる手術は、健康保険法等に基づいた

厚生労働省が定める、医科診療報酬点数表に手術の算定対象として

列挙されているものに限ります。 

美容整形のために手術をした場合などは、病気やケガの治療を目的

とする手術には該当しないので手術給付金は支払われません。 
※1: 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、その保障は申し込み時点（お客さまがウェ

ブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点）から開始します。 
※2: 責任開始時点前の軽微な症状や健康診断などでの検査の異常など、身体の異常を自覚または認識していなか

った場合は、お支払いできる場合もあります。 

  



P-19 ご契約のしおり 
 

| 3 | 就業不能保険（無配当・無解約返戻金型）「働く人への保険」 

<1>しくみ図 

 

※ 就業不能状態とは病気やケガにより、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または

日本の医師の指示により在宅療養をしており、「少なくとも 6ヶ月以上、いかなる職業においても全く就

業ができない」と医学的見地から判断される状態をいいます。 

 

<2>商品の特徴 

契約年齢 18 歳以上、60 歳以下 

就業不能給付金月額 10万円～50万円（5万円単位で設定可能） 
 

※ 申し込み時点の年収によって、就業不能給付金月額に上限があります。 

※ 就業不能保険「働く人への保険」のお申し込み時に年収証明書類（給与

明細書、確定申告書など）を提出いただく場合があります。また、就業不

能給付金の請求時に年収証明書類を提出いただきます。 

※ 保険期間の途中での就業不能給付金月額の減額が可能です。 

※ 申し込みができる方は、安定した勤労所得のある方のみとさせていただ

きます。主婦（主夫）、学生、フリーター・アルバイト・パート、年金生

活者・資産生活者、無職などに該当される方は申し込みができません。ま

た、年収 150万円以下の方もお申し込みができませんので、あらかじめご

了承ください。 

保険期間 65歳満了 

保障内容も保険料も、加入時から変わりません 

保険料の払込期間 保険期間と同一 

健康診断書の有無 就業不能給付金月額によっては不要です。 
給付金額によっては、ウェブサイトの申し込み画面で、健康状態の

質問事項にお答えいただくだけで申し込むことができます。 
 
※ 就業不能給付金月額が 30 万円以上の場合は定期健康診断の結果表（コ

ピー）をご提出いただきます。 
※ 傷病歴や健康診断での異常指摘歴がある場合には、保険種類や給付金額

にかかわらず、定期健康診断の結果表（コピー）などをご提出いただく場

合があります。 

解約返戻金 なし 

配当 なし 

特約 なし 

  



P-20 ご契約のしおり 
 

<3>注意事項 

• この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。 

• 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見が

みられない場合は、支払いの対象外です。 

• 当しおりは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、「就業不能保険（無配

当・無解約返戻金型）普通保険約款」を必ずご確認ください。 

• 保険料をお支払いいただけなかった場合※、保険契約は失効します。契約の復活はできません。 
 

※保険料の支払い月にお支払いいただけなかった場合、その翌月から 2ヶ月間の支払い猶予期間をもうけます。

猶予期間内に支払いがない場合、保険契約は失効します。 

 

（ご契約の引き受けについて） 

• 当社では、契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、給付金のお支払いが

発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、お申し込みいただいた後に、ご契

約をお断りさせていただく場合や、給付金額に上限を設けさせていただく場合があります。 

 

 

<4>給付金をお支払いできない場合の代表例 

就業不能給付金をお支払いできない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のない場合で

も、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは約款をご確認ください。 

就業不能状態※1の継続期間 就業不能給付金は、所定の就業不能状態となってから最初の 180 日

間は、支払いの対象外です。所定の就業不能状態となり 180 日を超

えてその状態が継続している期間がお支払いの対象となります。 

責任開始※2と発病時期 就業不能給付金のお支払い対象となるのは、責任開始時点以後の病

気やケガが原因の場合です。責任開始時点以前の病気やケガが原因

の場合は、たとえ、約款所定の就業不能状態が 180 日を超えて継続

したとしても、給付金は支払われません※3。 
 
※1: 就業不能状態とは病気やケガにより、日本国内の病院もしくは診療所への治療を目的とした入院または日本

の医師の指示により在宅療養をしており、「少なくとも 6 ヶ月以上、いかなる職業においても全く就業ができない」

と医学的見地から判断される状態をいいます。 
※2: 責任開始とは、当社が保険契約上の保障を開始することをいい、その保障は申し込み時点（お客さまがウェ

ブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点）から開始します。 
※3: 責任開始時点以前の軽微な症状や健康診断などでの検査の異常など、身体の異常を自覚または認識していな

かった場合は、お支払いできる場合もあります。 

 

以上 
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